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(57)【要約】
【課題】撮影時に被写体を所望の角度で撮影しようとす
ると、カメラ本体を傾けて撮影しなければならず、カメ
ラを傾けたうえでレリーズボタンを操作すると、操作し
難いことがある。
【解決手段】表示手段を備えた撮像装置において、全方
向に押圧可能な全方向レリーズボタンとレリーズボタン
の押圧方向を検知する方向検知手段を有し、画像記録時
に前記方向検出手段により検出された向きを記録画像の
垂直方向上側から下側に変換して記録する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
画像を表示する表示手段（３０６）を有する撮像装置（１）において、
前記撮像装置（１）の光軸垂直方向において
複数の方向に押圧可能なレリーズ部材（１４）と、
前記レリーズ部材（１４）の押圧操作方向を検知する方向検知手段（３１４）と、
前記レリーズ部材（１４）の操作により画像データ取り込み時に
前記方向検知手段（３１４）による前記レリーズ部材（１４）の
操作方向情報と前記画像データを記録する記録手段（３０４）と、
前記画像データを前記操作方向情報により回転処理を行う回転処理手段（３１０）と
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
前記回転処理手段（３１０）による前記画像データの回転処理は
前記レリーズ部材（１４）の操作方向を天から地となるように
前記画像データを生成することを特徴とする
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
前記撮像装置（１）は
前記撮像装置（１）の姿勢を検知する姿勢検知手段（.３１５・３１６）を有し、
前記姿勢検知手段（３１５・３１６）により
前記撮像装置（１）が光軸を所定の角度に傾けられたことを検知したときのみ
前記方向検知手段（３１４）による操作方向情報を記録することを特徴とする
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
前記レリーズ部材（１４）は焦点合焦や露出の設定を行う半押し操作と
撮影動作を行う全押し操作の二段階操作が可能であり、
前記レリーズ部材（１４）を半押し操作すると前記方向検知手段（３１４）により
検知された前記レリーズ部材（１４）の押圧操作方向による回転処理を反映して
表示手段（３０６）に表示することを特徴とする
請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
前記撮像装置（１）は、
前記画像データに切り取り処理を行う画像加工部（３０３）を備え、
前記回転処理手段（３１０）で回転処理を行い、
前記画像データに切り取り処理を行った画像を
前記記録手段（３０４）に前記画像データを記録することを特徴とする
請求項１に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全方向に押圧可能な全方向レリーズボタンを備え、画像データを取得するデ
ジタルカメラ等の電子機器における、画像データ記録処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラ等の電子機器では、ＣＣＤやＣＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子によ
り光学像を光電変換して画像データを生成した画像データを、デジタル情報に変換して、
ＳＤカードや内蔵メモリ等の記録メディアに記録することが可能である。電子機器の姿勢
を正位置で撮影すると記録されたデータは天地方向が略正しい状態で記録され、光軸を中
心として９０度傾けるとデータも９０度傾いた状態で記録される。例えば、デジタルカメ
ラで記録された画像は横長で保存されることが多く、被写体が高層ビル等高さが高いもの
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を撮影する場合は、デジタルカメラの姿勢を９０度傾けて縦長で画像を記録することがあ
る。
【０００３】
　このような時、デジタルカメラ内の姿勢を検知して縦長の状態を正位置として記録する
。これは、光軸を中心軸としてデジタルカメラを所定角度以上回転すると、カメラ内に備
えられている加速度センサ等によりカメラの姿勢を検知し、姿勢情報を記録して縦長を正
位置として画像を保存する処理がされている（縦横検知）。
【０００４】
　デジタルカメラを光軸を傾けて、例えば起立状態から足元にある被写体を撮影する際に
は、光軸を垂直方向にデジタルカメラを地に向けて撮影するが、このような状況では縦横
検知による制御で画像が保存されるようなことはなく、デジタルカメラを向けたままの画
像が取り込まれて保存される。このような場合、撮影した画像に、構図として被写体に所
望の角度をつけたい場合や、回転角度がある被写体を正位置に撮影したい時は、デジタル
カメラをさらに回転させて撮影する必要がある。
【０００５】
　通常撮影者がデジタルカメラのレリーズボタンを押しやすいように、デジタルカメラ天
面の構えた状態で右側にレリーズボタンを配置してあることが多いが、デジタルカメラを
傾けて撮影すると、通常状態では押しやすい位置に配置されているレリーズボタンが、デ
ジタルカメラを傾けることによって押しにくい位置となってしまう。これを回避するため
に撮影者自身が移動することになるが、撮影したい瞬間に、瞬時に撮影することが困難と
なってしまう。
【０００６】
　このような問題を解決するため、特許文献１は、カメラ本体にカメラの傾き角度を検出
する角度センサと、複数個のシャッターボタン、およびカメラで撮像された画像の傾き角
度情報を記録する手段を設けたものを開示している。これは、被写体を撮影する際、カメ
ラ本体を正立状態でなく、傾けた状態で撮像した場合、撮像して得た画像が、正像あるい
は傾像状態の画像であるかを識別し、複数個設けたシャッターボタンにより、カメラを傾
けた状態でも操作しやすい構造となっている。
【０００７】
　また、特許文献２は、撮影姿勢に応じた複数の位置にそれぞれ設けられた、複数のレリ
ーズ手段と、複数のレリーズ手段のうち、撮影時に操作されたレリーズ手段の位置に応じ
て、画像データに再生時に正視状態で視認することを可能とする処理を施す処理手段を備
えたものを開示している。これは、レリーズ手段に基づいて、再生時に画像データを正視
可能とするために必要な回転に関する回転情報を生成し、正視可能とする処理として、回
転情報を画像データに付与する処理とすれば、回転情報を参照することにより、天地方向
を正しい画像で生成するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１０－３０４２３３号公報
【特許文献２】特開２００４－３３６５３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、レリーズボタン（シャッターボタン）を複数設けて角度センサーと併用
して天地方向を決定して画像を生成する方法だと、どのレリーズボタンを操作するかでど
の向きを正位置として保存するか決定可能であるが、必要と思われる角度の分だけ、レリ
ーズボタンが必要となり、煩雑になってしまう。また、レリーズボタンの数には限りがあ
るため、任意の角度で被写体を撮影することが困難でカメラ本体を回転させる必要があり
、わずらわしいといった課題がある。
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【００１０】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされ、その目的は、容易に且つ即座に被写体に
所望の角度を設けた状態を正位置として画像を記録することが可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成する為に、本発明に係る電子機器は、
画像を表示する表示手段を有する撮像装置において、前記撮像装置の光軸垂直方向におい
て多方向に押圧可能なレリーズ部材と、前記レリーズ部材の押圧操作方向を検知する方向
検知手段と、前記レリーズ部材の操作により画像データ取り込み時に前記方向検知手段に
よる前記レリーズ部材の操作方向情報と前記画像データを記録する記録手段と、前記画像
データを前記操作方向情報により回転処理を行う回転処理手段とを有することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る電子機器によれば、カメラの姿勢を問わず撮影者の意図する向きで被写体
を回転角度を設けた状態の画像データを生成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）撮像装置１を前方向から見た斜視図、（ｂ）撮像装置１を後方から見た斜
視図
【図２】（ａ）方向検知部待機時概略図、（ｂ）方向検知部操作時概略図
【図３】撮像装置１のブロック図
【図４】（ａ）撮像装置１正位置撮影図、（ｂ）撮像装置１縦撮影図
【図５】第一実施形態処理フローチャート
【図６】（ａ）レリーズ部材１４操作状態図、（ｂ）レリーズ部材１４操作後背面図、（
ｃ）操作時切り取りイメージ図
【図７】第二実施形態処理フローチャート
【図８（ａ）】方向指定モードオフ図
【図８（ｂ）】方向指定モードオン図
【図８（ｃ）】方向指定モード操作図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下に、本発明の好ましい実施形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。
【００１５】
　［実施例］
　以下に本発明に係る形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。尚、以下に説
明する実施形態は、本発明を実現するための一例であり、本発明が適用される装置の構成
や各種条件によって適宜修正、変更されるものであり、本発明は以下の実施の形態に限定
されるものではない。また、後述する各実施形態の一部を適宜組み合わせて構成してもよ
い。以下の説明では、本願発明の撮像装置をデジタルカメラに適用した例について説明す
る。
【００１６】
　図１（ａ）は本発明の撮像装置１を前方向から見た斜視図、図１（ｂ）は撮像装置１を
後方から見た斜視図である。
【００１７】
　本実施形態の撮像装置１は装置本体１０と装置本体１０の背面側に表示部であるＬＣＤ
２２を備えている表示ユニット２１で構成されている。撮像装置１は本実施形態では具体
的にはデジタルカメラを表している。
【００１８】
　図１（ａ）に示すように、装置本体１０には、被写体像を撮像素子に結像する撮影光学
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系レンズ鏡筒ユニット１２（以下鏡筒ユニット）が固定されている。鏡筒ユニット１２は
沈胴式のズームレンズで携帯時は装置本体１０の中に沈胴している。
【００１９】
　鏡筒ユニット１２の後方には、光学像を光電変換して画像データを生成するＣＣＤやＣ
ＭＯＳイメージセンサ等の撮像素子（不図示）が実装されている。また、装置本体１０に
は、撮像素子（不図示）で生成した画像データをデジタル情報に変換する処理回路を載せ
た主基板や補助基板（両不図示）等が実装されている。
【００２０】
　主基板には、カードＩ／Ｆ等を含む記録媒体スロットや撮像部、画像処理部、システム
制御部、ＬＣＤ表示部、シリアルＩ／Ｆ、シリアル接続端子等が実装されている。補助基
板には、電源供給切換回路、ＤＣ／ＤＣコンバータ、操作ＳＷ、ビデオＩ／Ｆ、ビデオ接
続端子、外部電源入力端子等が実装されている。
【００２１】
　装置本体１０の右上方には、撮影時に被写体の明るさが足りない時に、自動、または強
制的に発光することが可能な発光部１３が設けられている。
【００２２】
　装置本体１０における鏡筒ユニット１２の周囲には、レリーズ部材１４とズーム部材１
５が備えられている。レリーズ部材１４は外周部から径方向に多方向に押圧することが可
能であり、また、２段階の押圧操作が可能となっている。レリーズ部材１４を１段階に半
押し操作＜ＳＷ１オン＞をすると、撮影準備動作（測光動作や測距動作等）が開始される
。また、レリーズ部材１４を２段目の全押し操作＜ＳＷ２オン＞をすると、被写体を撮影
し、収納室（不図示）に装着した記録媒体に被写体像の画像データを記録する。レリーズ
部材１４を押圧した際の方向は後述する装置本体１０内に設けられている。
【００２３】
　また、レリーズ部材１４と装置本体１０の間に備えられているズーム部材１５は回転操
作を行うことが可能である。ズーム部材１５を撮像装置１の上面から見て時計周りに回転
させると、鏡筒ユニット１２がＴＥＬＥ側（画角が狭くなる方向）にズーム動作を行い、
逆に反時計周りに回転させるとWide側（画角が広がる方向）にズーム動作を行う。
【００２４】
　装置本体１０の右側面にはモードレバー部材１６と設定ボタン１７を備えている。モー
ドレバー部材１６は被写体を撮影して画像を装置本体１０内部に装着可能な記録媒体（不
図示）に記録する際に、最適な露出やシャッタースピード等を自動的に決定して撮影する
通常モードとモノクロやある色のみ発色させて記録する等画像にいろいろなアレンジを行
い複数枚記録するアレンジモードを切り替える際に操作を行う。
【００２５】
　設定ボタン１７は撮影時や記録された画像を再生する際のあらゆる詳細の設定が選択可
能な設定モードを実行するために操作を行う。
【００２６】
　図１（ｂ）に示すように、装置本体１０の左側面には電源ボタン１８と再生ボタン１９
が備えられている。電源ボタン１８は撮像装置１を起動し、撮影可能な状態にするボタン
であり、再生ボタン１９では、装置本体１０内に挿入された不図示の記録媒体の記録され
た画像データを後述するＬＣＤ２２に表示することが可能となる。
【００２７】
　装置本体１０の下方には、電池蓋２０があり、電源となる主電池（使い切り式一次電池
のほかに充電式電池も含む）を収納する収納室および撮影された被写体像を記録する記録
媒体を収納する収納室を開閉可能としている。主電池は使い切り式一次電池の場合もあり
充電式電池の場合もある。電池蓋２０を開くことによって、収納室が開口し主電池と記録
媒体が挿脱可能になる。
【００２８】
　撮像装置１の背面側には、液晶（ＬＣＤ）等のＬＣＤ２２が設けられた可動式の表示ユ
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ニット２１が備えられている。ＬＣＤ２２は撮像する被写体像の確認や、撮像された画像
の再生表示に用いられる。
【００２９】
　次に図２の操作方向検知概略図を用いてレリーズ部材１４をレリーズ操作した時の操作
方向を検知する一例を説明する。
【００３０】
　図２（ａ）はレリーズ部材１４を操作していない待機状態の方向検知部待機時概略図で
あり、図２（ｂ）はレリーズ部材１４を操作した時の方向検知部操作時概略図である。
【００３１】
　レリーズ部材１４を押圧した際の方向は装置本体１０内に設けられている、方向検知手
段の検知部２３により、どの方向に操作されたかが検知可能となっている。レリーズ部材
１４の一部にレリーズ押圧方向に垂直に突出させた突出部１４ａが設けられている。突出
部１４ａの先端部１４ｂは導電性を持っており、先端部１４ｂの近傍には突出部１４ａの
突出方向と垂直方向に静電容量方式の検知部を備えた基板（不図示）が備えられている。
検知部２３は先端部１４ｂを投影上円周方向に囲うように、複数の検知部を設けている。
【００３２】
　レリーズ部材１４を図２（ｂ）中矢印方向に操作することによって、突出部１４ａが検
知部２３ａと検知部２３ｂに近接し検知され、検知された検知部の場所が特定されてレリ
ーズ部材１４がどの方向に操作されたか判断することが可能である。
【００３３】
　レリーズ部材１４の操作方向の検知方法は上述する検知方式に限らず、ホール素子と磁
石を用いて磁場の変化を検出したり、レリーズ部材１４の径方向の操作方向が検知できる
ものであれば良い。
【００３４】
　＜撮像装置の構成＞
　図３を参照して、本実施形態の撮像装置の内部処理構成について説明する。
【００３５】
　図３は本発明に適用される撮像装置１のブロック図である。
【００３６】
　３０１は鏡筒ユニット１２の制御を行うレンズ制御部である。鏡筒ユニット１２は上述
したようにズームレンズを備えたレンズ群を備えたユニットである。３０２は鏡筒ユニッ
ト１２を透過した被写体光を受け、被写体光の光量に応じた電荷を蓄積することで画像デ
ータを生成して出力する撮像素子としてのＣＣＤである。撮像素子としては、ＣＣＤの代
わりにＣＭＯＳセンサを用いてもよい。３０３は信号処理を行う映像エンジンである。
【００３７】
　３０４は画像及び属性や撮影日時など画像に関する付加情報が記録される外部より装着
されるＳＤカード等のメディアである記録装置である。３０５は映像信号を出力するＶＩ
ＤＥＯ ＯＵＴ端子である。表示ユニット２１に備えられたＬＣＤ３０６は映像エンジン
で処理され画像データを表示する表示装置である。ＬＣＤ３０６は図１（ｂ）で示すＬＣ
Ｄ２２である。
【００３８】
　３０７は音声信号を出力するＡＵＤＩＯ ＯＵＴ端子である。３０８は音声を入力する
ためのマイクである。３０９はアナログからデジタルへの変換を行うＡ／Ｄ変換部である
。３１０はＣＰＵであり内部に多くの処理制御手段が内蔵されている。３１１はデジタル
からアナログへの変換を行うＤ／Ａ変換部である。３１２は音声信号を音声として出力す
るスピーカである。３１３は外部との転送を行うＵＳＢ等の通信端子である。４０は操作
部であり、内部に前述の各種ボタンが含まれる。方向検知部３１４はレリーズボタン１４
を押圧操作することによってレリーズボタン１４の操作方向を検知する。
【００３９】
　３１５は撮像装置１の傾きの程度を検知する傾き検知部、３１６は撮像装置１の角速度
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を検知する角速度検知部である。メモリ３１７はプログラムが記録されており、ＣＰＵ３
１０により制御される。
【００４０】
　次に上記の構成の簡単な流れについて説明する。
【００４１】
　鏡筒制御部３０１により駆動される鏡筒ユニット１２を通した被写体の光がＣＣＤ３０
２の撮像面上に結像する。その光がＣＣＤ３０２により光電変換され、その出力が信号処
理部である映像エンジン３０３により信号処理され記録装置３０４に出力される。また、
撮影時と再生時に、映像エンジン３０３からＶＩＤＥＯ ＯＵＴ端子３０５やＬＣＤ３０
６に映像信号が出力され、音声信号はＡＵＤＩＯ ＯＵＴ端子３０７に出力される。
【００４２】
　また、動画撮影時やアノテーションのためにマイク３０８が装備されており、Ａ／Ｄ変
換部３０９を通してマイク３０８により入力された音声がＡ／Ｄ変換されてデジタル信号
となり、ＣＰＵ３１０に入力されて記録装置３０４に記録される。再生時には、記録装置
３０４からＣＰＵ３１０が読み取った信号を、Ｄ／Ａ変換器３１１に送り、その先につな
がるスピーカー３１２を鳴らすことにより音声を再生できる。
【００４３】
　この他、ＣＰＵ３１０と通信するための通信端子３１３があり、ＵＳＢ等により外部機
器と通信することができるようになっている。前述のように、記録装置３０４に記録され
た映像や音声のデジタルデータをＣＰＵ３１０が読み込んで、通信端子３１３を通してパ
ソコンに転送できる。操作部４０やレリーズ部材１４のレリーズの操作に応じて、画像デ
ータの取り込み、画像処理装置の撮影モードや再生モード、画像データに対して各種処理
を行う、また属性を付加させるといった処理モードなどの各種モードの切り換えを、ＣＰ
Ｕ３１１で行っている。
【００４４】
　撮像装置１の姿勢の変化を検知するための手段として、傾きの程度を検知する傾き検知
部３１５と角速度を検知する角速度検知部３１６がＣＰＵ３１０に接続されている。例え
ば傾き検知部３１５は重力の方向を検出するための加速度センサを備え、ＣＰＵ３１０に
より、加速度センサにより検出した重力方向に基づいて、撮像装置１の姿勢を検出する。
また、角速度検知部３１６は例えばジャイロセンサを備え、Ｘ軸ジャイロセンサ、Ｙ軸ジ
ャイロセンサ、およびＺ軸ジャイロセンサを備える。
【００４５】
　Ｘ軸ジャイロセンサは、ＣＣＤ３０２の撮像面の幅方向に設定された軸（以下、Ｘ軸と
称する）を中心とした方向の回転動作を検出する。Ｙ軸ジャイロセンサは、ＣＣＤ３０２
の撮像面の高さ方向に設定された軸（以下、Ｙ軸と称する）を中心とした方向の回転動作
を検出する。また、Ｚ軸ジャイロセンサは、ＣＣＤ３０２の撮像面に垂直に設定された軸
（以下、Ｚ軸と称する）を中心とした回転動作を検出する。これらの各ジャイロセンサは
、撮像装置１の姿勢を変えて回転動作を検出した場合に、その角速度に応じた電圧値の角
速度検出信号をＣＰＵ３１０に出力する。
【００４６】
　そして、傾き検知部３１５の検知結果に応じた方向に、また角速度検知部３１６の検知
結果に応じた速度で縦横検知することで、ＬＣＤ３０６に表示されている画像を回転させ
てどの方向を正位置とするか決定し、ＬＣＤ３０６の表示時や画像データ記録時の制御を
行う。
【００４７】
　レリーズ部材１４によりレリーズ操作が行われたときに、どの方向からレリーズ部材１
４が移動したか方向検知部３１４により検知され、レリーズ操作により取り込まれた画像
反映されるか関連付けられて記録される。さらに、撮像装置１はモードレバー部材１６、
設定ボタン１７、電源ボタン１８、再生ボタン１９からなる操作部４０を有している。操
作部４０の操作に応じてＬＣＤ３０６に表示された設定等の切り替えや選択を行う。
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【００４８】
　図１における画像処理装置１００に対して左右方向をＸ軸、上下方向をＹ軸、光軸方向
をＺ軸と定義し、以下実施形態を説明する。
【００４９】
　（第１の実施形態）
　図５は本発明の第一の実施形態において撮像装置１に備えるレリーズ部材１４を押圧し
てレリーズ操作し、方向検知３１４によりレリーズ部材１４の押圧方向を検知して撮影す
る手段の例を示す、第一実施形態処理フローチャートである。
【００５０】
　図５に示す手順はメモリ３１７から読み出された制御プログラムに基づいて、ＣＰＵ３
１０によって処理される。
【００５１】
　以下にＣＰＵ３１０による処理の流れをステップごとに図３と図５を用いて詳細説明す
る。電源ボタン１８の操作によって、撮像装置１の電源がＯＮになることによって、本実
施例の撮影モードとなり図５に示される手順が開始されるものとする。
【００５２】
　ステップＳ５００により撮像装置１の電源が入ると、鏡筒ユニット１２によって透過さ
れた被写体像がＣＣＤ３０２により光電変換され、その出力が信号処理部である映像エン
ジン３０３により信号処理されて、リアルタイムにＬＣＤ２２に表示される（以下スルー
画像）（Ｓ５０１）。同時に、傾き検知部３１５や角速度検知部３１６の制御が作動し、
傾きと回転を判断する姿勢検知が開始される（Ｓ５０２）。傾き検知部３１５により撮像
装置１の姿勢を検知し、結果によって撮像装置１を縦に構えているのか、横に構えている
のかを判断する。
【００５３】
　図４（ａ）の撮像装置１正位置撮影図のように撮像装置１を正位置で構えて撮影した時
は画像データには横に構えていると判断されて横長の画像データが生成される。また、図
４（ｂ）の撮像装置１縦撮影図のように、撮像装置１を正位置状態から９０度傾けた状態
で撮影を行うと、画像データには縦に構えていると判断されて縦長の画像データが生成さ
れる。画像データをＰＣ等に表示する際は、この結果の情報に基づいて、ＣＣＤ３０２に
取り込まれてＬＣＤ２２に表示される画像を撮像装置１の姿勢と同じ方向に９０度単位で
傾けて撮影者が確認しやすいように画像を回転して表示される。
【００５４】
　撮影者は構図を決めてレリーズ部材１４を光軸中心に向けて押圧操作する。半押し操作
＜ＳＷ１オン＞を行うと、１段階目のスイッチがオン状態になったことが確認される（Ｓ
５０３）。撮影者がレリーズ部材１４をどの方向に押圧したか方向検知部３１４により検
出されてＣＰＵ３１０により制御され、メモリ３１７に記憶される（Ｓ５０４）。鏡筒制
御３０１によりＡＦ（オートフォーカス）、ＡＥ（自動露出）、ＡＷＢ（オートホワイト
バランス）が設定される（Ｓ５０５）。Ｓ５０５により設定された内容でフォーカスロッ
クされ、設定情報が反映されてスルー画像としてＬＣＤ２２に表示される。
【００５５】
　且つ、Ｓ５０４で検出されたレリーズ部材１４の、押圧した方向を画像生成時の天から
地とする正位置となるように回転する処理するようにＣＰＵ３１０によりデータ変換が実
施され、ＬＣＤ２２にスルー画像として表示される（Ｓ５０７）。図６（ａ）のレリーズ
部材１４操作状態図のように正位置で構えた状態でＬＣＤ２２に表示されている被写体に
おいて、図６（ａ）中の矢印方向にレリーズ部材１４を操作すると、図６（ｂ）のレリー
ズ部材１４操作後背面図のように、被写体がレリーズ部材１４を押圧した方向が天から地
となるように、ＬＣＤ２２に表示される。
【００５６】
　この時生成された画像はカメラを正位置にした状態の縦横比率と同じ比率となるように
、図６（ｃ）の操作時切り取りイメージ図のように、ＣＰＵ３１０で角度の変換された結
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果の、図６（ａ）で表示されていた画像の左右部を映像エンジン３０３により切り時加工
されて表示される（Ｓ５０６）。通常、画像データは４：３や３：２等の横長で生成され
ることが多く、ＣＣＤ３０２の撮像素子もこのデータ出力に対して有効となるように、横
長の長方形となっていることが多いため、撮像素子に取り込まれた画像データを方向検知
部３１４による方向を正位置として４：３や３：２等の横長に生成した場合、４角の一部
が欠けている画像データとなってしまう。
【００５７】
　このため、図６（ｃ）で示すような元の画像データの両端を切り取り加工（トリミング
）して、正位置状態での撮影時と同じ縦横比率の時に欠けるところが無いように表示する
。これにより、画像データを再生した時に、違和感のない画像データとなる。
【００５８】
　レリーズ部材１４をさらに押しこみ、全押し操作＜ＳＷ２オン>を行うこと（Ｓ５０８
）が確認されるまでＬＣＤ２２には、方向検知部３１４により検出されたズームレバー部
材１４の押圧方向による正位置方向のスルー画像が表示されており、全押し操作により、
２段階目のスイッチがオン状態になったことを確認すると、Ｓ５０７により図６（ｂ）で
示すようにＬＣＤ２２に表示されている状態の画像データが記録装置３０４に記録される
（Ｓ５０９）。
【００５９】
　本実施形態では、方向検知部３１４による方向情報に基づいて画像データをデータ変換
して回転し、トリミング加工を行っている画像データを記録装置３０４に記録しているが
、この限りでなく、データ変換を行う前の画像データをそのまま記録し、さらに方向検知
部３１４による方向情報を同時に画像データに関連付けて保存するようにしてもよい。こ
れにより、記録時にトリミング加工を施していれば、画像データ閲覧時に、加工すること
なく容易に所望の角度が付いた画像を閲覧することができ、さらに、画像データ閲覧時に
元のデータを残すことで、画像データを加工する時に加工のバリエーションを増やすこと
が可能である。
【００６０】
　記録処理が終了すると、スルー画像はＳ５０２から実施されている傾き検知部３１５と
角速度検知部３１６による撮像装置１の姿勢に伴った表示となる（Ｓ５１０）。電源ボタ
ン１８を再度操作することにより、撮影モードを終了する（Ｓ５１１）。
【００６１】
　本実施形態では、方向検知部３１４や角速度検知部３１６により撮像装置１の姿勢を検
知してＬＣＤ２２に表示するスルー画像の角度を変更しているが、これに限ることはなく
、撮像装置１の姿勢を検知せずにＬＣＤ２２に表示するスルー画像は撮像装置１に対して
既に角度を固定しているものでもよい。
【００６２】
　このように第一の実施形態のようにすることによって、カメラの姿勢を変えることなく
所望の角度を設けた構図を作成して、画像データを生成することが可能となる。
【００６３】
　（第二の実施形態）
　図７は本発明の第二の実施形態において、撮像装置１を所定以上傾けたことを傾き検知
部３１５や角速度検知部３１６により検出された時にのみ方向検知部３１４においてレリ
ーズ部材１４の操作方向を検知する手順の例を示す第二実施形態処理フローチャートであ
る。
【００６４】
　第二の実施形態において、本発明に適用する撮像装置としても、第一の実施形態と同じ
くデジタルカメラを使用する。尚、図１の全体図及び、図３のブロック図に第一の実施形
態として示した構成と同じ機能を有する構成には同じ符番を付す。メモリ３１７には、図
５の流れを示すプログラムが記録させている。
【００６５】
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　以下にＣＰＵ３１０による処理の流れをステップごとに図７を用いて詳細説明する。
【００６６】
　撮像装置１の電源がＯＮになることによって、本実施例の撮影モードとなり図５に示さ
れる手順が開始されるものとする。
【００６７】
　ステップＳ６００により撮像装置１の電源が入ると、鏡筒ユニット１２によって透過さ
れた被写体像がＣＣＤ３０２により光電変換され、その出力が信号処理部である映像エン
ジン３０３により信号処理されて、リアルタイムにＬＣＤ２２に表示される（以下スルー
画像）（Ｓ６０１）。同時に、傾き検知部３１５や角速度検知部３１６の制御が作動し、
傾きと回転を判断する姿勢検知が開始される（Ｓ６０２）。
【００６８】
　第一の実施形態と同様に、図４（ａ）や図４（ｂ）で示すように、傾き検知部３１５や
角速度部３１６で撮像装置１の姿勢を検知し、結果によって撮像装置１を縦に構えている
のか、横に構えているのかを判断し、結果に基づいて、ＣＣＤ３０２に取り込まれてＬＣ
Ｄ２２に表示される画像を撮像装置１の姿勢と同じ方向に９０度単位で傾けて撮影者が確
認しやすいように画像を回転する。この時、撮影モードは通常の撮影モードとなっており
、レリーズ部材１４のレリーズ操作を行うと、撮像装置１の姿勢検知により縦横検知が行
われて、撮影した画像に対しては加工等行わず、画像記録時に縦横検知の情報が画像デー
タに関連付けられて保存され、パソコン等で読み取るときに、縦横検知の上方に基づき表
示される。
【００６９】
　図８（ａ）の方向指定モードオフ図から図８（ｂ）の方向指定モードオン図となるよう
に撮影者が撮像装置１の姿勢を変化させるように、撮像装置１が正位置の状態から姿勢を
Ｘ軸方向に傾けた場合、傾き検知部３１５や角速度検知部３１６により一定の角度以上傾
けたか否かを判断する（Ｓ６０３）。
【００７０】
　図８（ｂ）の方向指定モードオン図で示すように撮像装置１が正位置状態から９０度近
傍傾けた姿勢となると、撮像装置１がＸ方向に一定の角度以上の傾けられたと判断され、
方向指定モードがオンとなる（Ｓ６０４）。その後、撮影者は構図を決めてレリーズ部材
１４を光軸中心に向けて押圧操作する。
【００７１】
　半押し操作＜ＳＷ１オン＞を行うと、１段階目のスイッチがオン状態になったことが確
認される（Ｓ６０５）。撮影者がレリーズ部材１４をどの方向に押圧したか方向検知部３
１４により検出されてＣＰＵ３１０により制御され、メモリ３１７に記憶される（Ｓ６０
６）。鏡筒制御３０１によりＡＦ（オートフォーカス）、ＡＥ（自動露出）、ＡＷＢ（オ
ートホワイトバランス）が設定される（Ｓ６０７）。Ｓ６０７により設定された内容でフ
ォーカスロックされ、設定情報が反映されてスルー画像としてＬＣＤ２２に表示される。
【００７２】
　且つ、図８（ｃ）の方向指定モード操作図で示すように、Ｓ６０６で検出されたレリー
ズ部材１４の、押圧した方向（図８（ｃ）中矢印方向）を画像生成時の天から地とする正
位置となるように回転する処理するようにＣＰＵ３１０によりデータ変換が実施され、図
８（ｃ）で示すようなＬＣＤ２２にスルー画像として表示される（Ｓ６０９）。第一の実
施例で示した図６（ｃ）と同じように、この時生成された画像はカメラを正位置にした状
態の縦横比率と同じ比率となるように、ＣＰＵ３１０で角度の変換されたものを映像エン
ジン３０３により切り取り加工（トリミング）されて表示される（Ｓ６０８）。
【００７３】
　レリーズ部材１４をさらに押しこみ、全押し操作＜ＳＷ２オン>を行うことが確認され
るまでＬＣＤ２２には、方向検知部３１４により検出されたレリーズ部材１４の押圧方向
による正位置方向のスルー画像が表示されており、全押し操作により、２段階目のスイッ
チがオン状態になったことを確認すると、Ｓ６０８により表示されている情報の画像デー
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タが記録装置３０４に記録される（Ｓ６１０）。第一の実施形態に示すように、画像デー
タ記録時には、データ変換を行う前の画像データをそのまま記録し、さらに方向検知部３
１４による方向情報を同時に画像データに関連付けて保存するようにしてもよい。
【００７４】
　記録処理が終了すると、スルー画像はＳ６０２から実施されている傾き検知部３１５と
角速度検知部３１６による撮像装置１の姿勢に伴った表示となる。
【００７５】
　Ｓ６０３で撮像装置１のＸ方向の傾きが一定の角度以内だった場合は、通常の撮影モー
ドの状態が継続される。レリーズ部材１４を光軸中心に向けて半押し操作＜ＳＷ１＞を行
うと、１段目のスイッチがオン状態になったことが確認される（Ｓ６２０）。鏡筒制御３
０１によりＡＦ、ＡＥ、ＡＷＢが設定される（Ｓ６２１）。Ｓ６２１により設定された内
容でフォーカスロックされ、設定情報が反映されてスルー画像としてＬＣＤ２２に表示さ
れる。この時、レリーズ部材１４をどの方向からレリーズ操作を行ってもスルー画像には
影響は無い。
【００７６】
　レリーズ部材１４をさらに押しこみ、全押し操作＜ＳＷ２＞を行うと、２段目のスイッ
チがオン状態になったことが確認され、Ｓ６２２で表示されている情報の画像データが記
録装置３０４に記録される。この時、Ｓ６０２から開始されている姿勢検知に基づきＳＷ
２がオンされた状態の撮像装置１の姿勢情報も同時に記録される（Ｓ６２４）。その後、
再びＬＣＤ２２には鏡筒ユニット１２によって透過された画像がスルー画像として表示さ
れる（Ｓ６２５）。
【００７７】
　このように第二の実施形態のようにすることによって、撮像装置１を正位置で構えた時
に、天地がはっきりしやすい状態では、通常モードを使用し、地にあるものを天から見下
ろすように被写体を撮影する時や、また逆の天にあるものを地から見上げるように被写体
を撮影する時のような状況で撮影する際は、画像を生成する時の向きが特定されることが
少なく、任意で画像生成時の方向を指定可能になることが好ましいので、撮像装置の向き
を検知し、上述するような撮影状況を自動で判定してモードを切り替えることによって、
わずらわしい操作が無く、容易に撮影者の所望の角度で画像を生成することが可能となる
。
【００７８】
　本実施形態の第二の実施形態では、撮像装置１のＸ方向に傾けて、所定の角度以上にな
った時に通常モードから方向指定モードに切り替わるようになっているが、モードを切り
替える手段はこの限りでなく、別途モード切り替えボタンを設けて切り替えボタンの操作
によりモードを切り替えるようにしてもよい。この時は、方向指定モードとなると、撮像
装置１のＸ軸方向の回転検知を行わないようにしてＸ軸方向の検知部をオフにし、消費電
力を削減することも可能である。
【００７９】
　本発明の実施形態において、レリーズを操作するレリーズ部材１４は鏡筒ユニット１２
の周囲に配置されている構成で、光軸に向かって操作する構成であるが、この限りでなく
、鏡筒ユニット周囲ではなく、単体で操作部材を設けて、面方向に多方向操作可能でレリ
ーズ操作が可能な操作部材であればよい。また、ズーム操作が可能なズーム操作部材とレ
リーズ操作が可能なレリーズ操作部材は別部品で形成している必要はなく、一体化された
操作部材でレリーズ操作が可能な操作部材であればよい。
【符号の説明】
【００８０】
１　撮像装置 、１２　鏡筒ユニット、１４　レリーズ部材、３０３　映像エンジン、
３０４　記録装置、３０６　ＬＣＤ、３１０　ＣＰＵ、３１４　方向検知部、
３１５　傾き検知部、３１６　角速度検知部、３１７　メモリ
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